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タダ働き、させてませんか？  してませんか？ 
賃金不払労働（サービス残業）は労働基準法違反の犯罪です 
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昨
年
12
月
に
実
施
し
た
「要
求
ア
ン
ケ
ー
ト
」に
は
、
各
工
場
で
労
働
者
が

タ
ダ
働
き
に
追
い
込
ま
れ
て
い
る
実
態
や
、
「サ
ー
ビ
ス
残
業
を
な
く
し
て
く

だ
さ
い
」な
ど
の
切
実
な
声
が
寄
せ
ら
れ
ま
し
た
。 

み
ん
な
で
、
働
く
こ
と
の
意
味
や
タ
ダ
働
き
の
問
題
に
つ
い
て
話
し
合
い
、

職
場
か
ら
タ
ダ
働
き
（サ
ー
ビ
ス
残
業
）を
一
掃
し
ま
し
ょ
う
。 

こ
れ
っ
て
問
題
な
い
の
で
し
ょ
う
か
？ 

労
基
法
違
反
で
す
。 

労
基
法
は
、
賃
金
の
全

額
払
い
の
原
則
を
定
め
、
１
日
８
時
間
を
超
え

て
残
業
さ
せ
る
場
合
は
、
１
分
単
位
で
計
算
し

て
割
増
賃
金
を
払
わ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。 

残
業
時
間
の
端
数
の
扱
い
に
つ
い
て
は
、
１
ヵ

月
分
の
残
業
時
間
を
合
計
し
て
１
時
間
未
満
の

端
数
が
あ
る
場
合
に
、
30
分
未
満
を
切
り
捨
て 

そ
れ
以
上
を
１
時
間
に
切
り
上
げ
る
こ
と
は

合
法
と
さ
れ
て
い
ま
す
（
厚
労
省
通
達
・
基
発
１
５

０
号
）
。
し
か
し
、
１
日
ご
と
の
端
数
処
理
は
労

基
法
違
反
で
す
。 

な
お
、労
働
時
間
に
は
、
本
来
の
業
務
や
作
業
に
と
っ
て

必
要
不
可
欠
な
準
備
ま
た
は
後
始
末
の
時
間
も
入
り
ま

す
。
昼
休
み
の
労
働
で
も
、
具
体
的
あ
る
い
は
黙
示
的
な

業
務
命
令
の
場
合
は
労
働
時
間
に
入
り
ま
す
。 

管
理
職
の
中
に
は
、
サ
ー
ビ
ス
残
業
を
見
て
見
ぬ
ふ
り
す
る
人
や
美
徳
み
た
い
な
意
識
の

人
が
い
ま
す
が 

犯
罪
行
為
で
す
。 

労
働
基
準
法
で
は
、
「
賃

金
は
、
通
貨
で
、
直
接
労
働
者
に
、
そ
の
全
額
を

支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」（第
24
条
）と
定

め
て
い
ま
す
。 

働
い
て
も
賃
金
が
支
払
わ
れ
な
い
タ
ダ
働
き

は
、
労
基
法
違
反
で
あ
り
、
「６
箇
月
以
下
の
懲

役
又
は
30
万
円
以
下
の
罰
金
」
が
科
せ
ら
れ

ま
す
。 

残
業
時
間
は
毎
日
30
分
単
位
の
計
算
と
な
っ
て
い
ま
す
が 

始
業
・
終
業
時
間
の
記
録
は
自
己
申
告
制
に
な
っ
て
い
ま
す
が 

厚
労
省
が
出
し
た
「
４
・
６
通
達
」
の
原
則
に

反
し
て
い
ま
す
。 

「
４
・
６
通
達
」（
「
労
働
時
間
の
適

正
な
把
握
の
た
め
に
使
用
者
が
講
ず
べ
き
措
置
に
関
す
る
基

準
」
２
０
０
１
年
４
月
）
に
は
、
「
使
用
者
は
労
働
時
間

を
適
切
に
管
理
す
る
責
務
を
有
し
て
い
る
」
と

明
確
に
の
べ
ら
れ
、会
社
の
責
任
で
労
働
者
の
毎

日
の
始
業
・
終
業
時
刻
を
確
認
し
て
記
録
す
る

こ
と
、タ
イ
ム
カ
ー
ド
や
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
に
よ
る
客 

観
的
記
録
を
原
則
と
す
る
こ
と
な
ど
が
明
記

さ
れ
て
い
ま
す
。
自
己
申
告
制
は
こ
の
原
則
に

反
し
て
い
ま
す
。 

自
己
申
告
制
は
、
「や
む
を
得
ず
」
の
場
合
で
あ
り
、そ

の
際
も
、
労
働
者
に
労
働
時
間
を
正
し
く
記
録
す
る
こ

と
を
十
分
説
明
す
る
こ
と
や
、
労
働
時
間
の
適
正
な
申

告
を
阻
害
す
る
よ
う
な
時
間
外
労
働
時
間
の
上
限
設
定

を
講
じ
な
い
こ
と
な
ど
が
明
記
さ
れ
て
い
ま
す
。 

36
協
定
を
結
ん
で
い
る
か
ら
と
い
う
こ
と
で
、
恒
常
的

に
長
時
間
残
業
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
が 

２
０
１
０
年
４
月
施
行
の
改
正
労
基
法
の
趣
旨
に
反
し
て
い

ま
す
。 

そ
こ
に
は
、
時
間
外
労
働
は
本
来
臨
時
的
な
も
の
と
し

て
必
要
最
小
限
に
と
ど
め
る
べ
き
こ
と
、特
別
条
項
付
き
36
協

定
に
よ
る
限
度
時
間
を
超
え
る
時
間
外
労
働
は
、
そ
の
中
で
も

特
に
例
外
的
な
も
の
と
し
て
抑
制
す
べ
き
こ
と
が
明
記
さ
れ
て

い
ま
す
。時
間
外
労
働
は
、
36
協
定
を
結
ん
だ
か
ら
と
い
っ
て
、

恒
常
的
に
行
っ
て
よ
い
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。 

（注
）「
36
協
定
」「「特
別
条
項
付
き
36
協
定
」に
つ
い
て
は
裏
面
を
参
照
。 

サ
ー
ビ
ス
残
業
に
関
す
る
ご
相
談
（
請
求
・
悩
み
等
）
や

情
報
提
供
を
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。 



「賃金不払い残業の解消を図るために講ずべき措置等に

関する指針」（２００３年５月、厚労省の指針）の抜粋   

はぐるま ２０１２年５月号外 

・使
用
者
は
、
賃
金
不
払
残
業
を
起
こ
す

こ
と
の
な
い
よ
う
適
正
に
労
働
時
間
を
管

理
す
る
。 

・労
働
組
合
は
、
チ
ェ
ッ
ク
機
能
を
発
揮
し

て
主
体
的
に
賃
金
不
払
残
業
を
解
消
す

る
た
め
に
努
力
す
る
。 

・労
使
か
ら
な
る
委
員
会
を
設
置
し
て
、賃

金
不
払
残
業
の
実
態
の
把
握
、
具
体
策
の

検
討
及
び
実
施
、
具
体
策
の
改
善
へ
の

フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
な
ど
の
体
制
を
整
備
す

る
。 

・経
営
ト
ッ
プ
自
ら
に
よ
る
決
意
表
明
や

社
内
巡
視
等
に
よ
る
実
態
の
把
握
。 

・労
使
合
意
に
よ
る
賃
金
不
払
残
業
撲
滅

の
宣
言
。 

・特
に
、
始
業
及
び
終
業
時
刻
の
確
認
及

び
記
録
は
使
用
者
自
ら
の
現
認
又
は
タ

イ
ム
カ
ー
ド
、
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
等
の
客
観
的

な
記
録
に
よ
る
こ
と
が
原
則
で
あ
っ
て
、

自
己
申
告
制
に
よ
る
の
は
や
む
を
得
な
い

場
合
に
限
ら
れ
る
。 

・賃
金
不
払
残
業
の
是
正
と
い
う
観
点
を

考
慮
し
た
人
事
考
課
の
実
施
（賃
金
不

払
残
業
を
行
っ
た
労
働
者
も
、
こ
れ
を
許

し
た
現
場
責
任
者
も
評
価
し
な
い
）等
に

よ
り
、
適
正
な
労
働
時
間
の
管
理
を
意

識
し
た
人
事
労
務
管
理
を
行
う
。 

・各
事
業
所
ご
と
に
労
働
時
間
の
管
理
の

責
任
者
を
明
確
に
し
て
お
く
。 

・労
働
時
間
の
管
理
と
は
別
に
、
相
談
窓

口
を
設
置
す
る
等
に
よ
り
賃
金
不
払
残

業
の
実
態
を
積
極
的
に
把
握
す
る
体
制

を
確
立
す
る
。 

「労働時間等見直しガイドライン」（２００８年厚労省告示第１０８号）の中の 

「事業主が講ずべき労働時間等の設定の改善のための措置」の抜粋   
・年
次
有
給
休
暇
を
取
得
し
や
す
い
環
境

の
整
備
ー
年
次
有
給
休
暇
の
取
得
は
、

企
業
の
活
力
や
競
争
力
の
源
泉
で
あ
る

人
材
が
そ
の
能
力
を
十
分
に
発
揮
す
る

た
め
の
大
き
な
要
素
で
あ
っ
て
、
生
産
性

の
向
上
に
も
資
す
る
も
の
で
あ
り
、
企
業

に
と
っ
て
も
大
き
な
意
味
を
持
つ
も
の
で

あ
る
。
さ
ら
に
、
そ
の
取
得
率
が
向
上
す

れ
ば
、
経
済
・雇
用
面
へ
の
効
果
も
期
待

で
き
る
。
事
業
主
は
、
年
次
有
給
休
暇
の

完
全
取
得
を
目
指
し
て
、
経
営
者
の
主

導
の
下
、取
得
の
呼
び
か
け
等
に
よ
る
取

得
し
や
す
い
雰
囲
気
づ
く
り
や
、労
使
の

年
次
有
給
休
暇
に
対
す
る
意
識
の
改
革

を
図
る
。 

・所
定
外
労
働
の
削
減
ー
所
定
外
労
働
は

臨
時
、
緊
急
の
時
に
の
み
行
う
も
の
で
あ

る
。
所
定
外
労
働
の
削
減
を
図
る
こ
と
。

特
に
、
休
日
労
働
を
避
け
る
こ
と
。
労
働

者
が
私
生
活
を
重
視
し
た
生
活
設
計

を
し
、
所
定
外
労
働
を
望
ま
な
い
場
合

は
、
所
定
外
労
働
の
削
減
に
つ
い
て
一
層

の
配
慮
を
す
る
。 

・特
に
健
康
の
保
持
に
努
め
る
必
要
が
あ

る
と
認
め
ら
れ
る
労
働
者
ー
必
要
が
あ

る
と
認
め
る
と
き
は
、
労
働
時
間
の
短

縮
、
深
夜
業
の
回
数
の
減
少
そ
の
他
の
労

働
時
間
等
に
係
る
措
置
も
適
切
に
講
じ

る
。
病
気
休
暇
か
ら
復
帰
す
る
労
働
者

に
つ
い
て
は
、
短
時
間
勤
務
か
ら
始
め
、

徐
々
に
通
常
の
勤
務
時
間
に
戻
す
こ
と

等
円
滑
な
職
場
復
帰
を
支
援
す
る
。 

労
働
時
間
の
短
縮
は
、
人
間
ら
し
く
生
き
、
人
間
的
に

成
長
す
る
上
で
一
番
の
基
礎
と
な
る
問
題
で
す
。 

ま
た
、
サ
ー
ビ
ス
残
業
を
根
絶
す
れ
ば
、
約
３
１
１
万

人
の
新
規
雇
用
が
創
出
さ
れ
、
家
計
消
費
支
出
が
約
６

兆
円
増
加
し
（労
働
総
研
の
試
算
）
、
日
本
経
済
も
元
気

に
な
り
ま
す
。 

【おもて面の補足】 

「３６協定」とは、労働基準法第３６条

の規定からとった略語です。労基法で

定める１週４０時間、１日８時間を超えて

時間外労働あるいは休日労働させる場

合、労使協定を結び労働基準監督署に

届け出る必要があります。その場合で

も、１ヵ月４５時間の「時間外労働の限度

基準」（労働省公示第１５４号）がありま

す。 

さらに、それを超えて労働させる場合

は、「特別条項付き３６協定」を結ぶ必要

があり、それは臨時的に特別な事情が

ある場合に限られます。 

必見
 

必見
 


